
消費者団体訴訟制度

○ 内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者の利益の擁護のために、
事業者に対して、訴訟等をすることができる制度
① 適格消費者団体の差止請求
② 特定適格消費者団体の被害回復

概要

○適格消費者団体が、事業者の不当な勧

誘・契約条項の使用・表示について中止

を求めることができる制度

※ 21団体が認定

○消費者被害の防止を目的

○消費者契約法の実効性確保策として、

平成１８年消費者契約法改正により創設

※ 平成１９年６月から運用開始

差止請求権は、その後、景品表示法、特定商取引

法、食品表示法にも規定

○約７００事業者への差止請求（うち約７０事

業者について訴訟）

差止請求

令和２年３月末時点

○特定適格消費者団体が、事業者の不当
な行為により生じた財産的被害を集団的
に回復するための制度
※ 特定適格消費者団体は、適格消費者団体の中

から認定（３団体が認定）

○消費者被害の回復を目的

○平成２５年消費者裁判手続特例法の制定
により創設
※ 平成２８年１０月から運用開始

運用開始後の消費者契約が対象

○諸外国の制度の長所短所を検討し、我が
国に適した新しい二段階型の訴訟制度
※ オプトイン制度を採用

○４事業者に対する訴え提起の実績

被害回復
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適格消費者団体等に対する支援の現状

○ 自立して活動することができるよう環境整備を図る

【主な取組】
・制度の積極的な周知広報により会員・寄附の
増大

・寄附に関する規制の緩和（平成29年10月～）
・民間基金の後押し
・ 差止成果事例集の作成・公表

Ⅰ 自立の促進

○ 活動に役立つ被害情報の提供

【主な取組】

・事業者に関する消費生活相談情報（PIO-ＮＥＴ

情報）の提供

・急増指標の提供（平成28年９月～）

・地方公共団体との情報提供に関する覚書の

締結の促進（契約書面の入手）

・ ＰＩＯ-ＮＥＴ情報の開示範囲の拡大(平成31年

４月～）

Ⅲ 情報面、機能面等の支援

○ 差止請求等に注力することを可能とする

【主な取組】

・提出書類（認定・更新の際の活動実績書類、
役員の住所変更届出）の負担軽減（平成28年
９月～）

・適格消費者団体の認定の有効期間を３年から
６年に延長（平成29年10月～）

Ⅱ 事務負担軽減

○ 財政的な支援を実施することにより、団体の活動を促
進させる

【主な取組】
・国セン法改正（国民生活センターが特定適格
消費者団体に代わって仮差押えの担保を立て
ることができる措置）（平成29年10月～）

・ 適格消費者団体連絡協議会の開催支援
・ 地方消費者行政強化交付金による支援

◇適格消費者団体の設立支援 (新潟、徳島）

◇特定適格消費者団体の設立支援（愛知、岡山）

Ⅳ 財政面の支援

令和元年度

令和２年３月末時点

6



消費者団体訴訟制度の主な成果①（適格消費者団体）

【専門学校の前払授業料に
関する差止請求】

○ 差止請求の対象
専門学校の学則における、推薦入試等に

よって入学を許可され授業料を前払いした
場合、前払した授業料は、入学を辞退して
も一切返還しないとする条項

○ 問題点
契約を解除して授業を受講していないに

もかかわらず、前払授業料が返還されない

○ 差止請求の根拠規定
消費者契約法第９条第１号（解除に際し

て平均的損害を超える違約金を定める契
約条項）

○ 結果
事業者が裁判外の差止請求を受けても

学則を変更しなかったため、訴えを提起。
第一審は請求を認容。控訴審において、
学則を修正する和解が成立

【インターネット接続サービス事業者
の約款に関する差止請求】

○ 差止請求の対象

インターネット接続サービス事業者の約款
における、２年間の最低利用期間が定めら
れ、その期間内に解約したときは、残余期
間分の利用料金全額について一括して支
払わなければならないとする条項

○ 問題点
消費者がサービスの提供を受けることが

できなくなった場合でも、残余期間の料金
を一括して支払う必要がある

○ 差止請求の根拠規定
消費者契約法第９条１号

○ 結果
事業者が裁判外の差止請求を受けても

約款を変更しなかったため、訴えを提起。
条項の使用を差し止める判決が確定

裁判上での成果
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消費者団体訴訟制度の主な成果②（適格消費者団体）

【スポーツクラブの表示に関する差止請求】

○ 差止請求の対象
スポーツクラブのテレビコマーシャルやホ

ームページの広告における「３０日間全額
返金保証制度」との表示

○ 問題点
表示からすると、消費者はいかなる場合も

３０日間であれば無条件に全額を返金して
もらえると考えるのに対し、スポーツクラブ
の会則上、消費者が全額を返金してもらえ
るのは、スポーツクラブが承認した場合に
限られていた

○ 差止請求の根拠規定
景品表示法第３０条第１項第２号（取引条

件について、実際のものよりも取引の相手
方に著しく有利であると誤認される表示）

○ 結果
事業者が裁判外の差止請求を受けて表

示のとおりに会則を修正

【芸能事務所のファンクラブの規約
に関する差止請求】

○ 差止請求の対象

芸能事務所のファンクラブの規約におけ
る、芸能事務所が規約を予告なく改訂でき
、改訂された規約は閲覧が可能になった時
点から効力を有するとする契約条項

○ 問題点
事業者が一方的に、消費者が予想し得な

い規約改訂を行うことが可能

○ 差止請求の根拠規定
消費者契約法第１０条（消費者の利益を

一方的に害する契約条項）

○ 結果
事業者が裁判外の差止請求を受けて規

約を修正

裁判外での成果
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消費者団体訴訟制度の主な成果③（特定適格消費者団体）

① 大学を設置する学校法人 【１事業者】

〇 大学が、入学試験に際し、性別・浪人年数等を

理由とした異なる選抜基準を設定

〇 不利益な扱いを受けた受験生への入学検定料

等の返還を請求

⇒ 大学側の損害賠償義務（共通義務）を確認する

東京地裁判決が確定（令和２年３月24日）

② 情報商材不当勧誘 【２事業者】

〇 販売会社が、虚偽または著しく誇大な効果を強

調した説明・勧誘をして情報商材を販売

〇 購入者への購入代金の返還を請求（販売会社

のみならず、広告塔であった個人も共同不法行

為の責任を負うとして被告に）

③ 大学を設置する学校法人 【１事業者】

〇 大学が、入学試験に際し、性別・浪人年数等を

理由とした異なる選抜基準を設定

〇 不利益な扱いを受けた受験生への入学検定料

等の返還を請求

① 建設会社

〇 サブリース型のアパート経営に係る工事請負

契約の注文書に「申込金不返還条項」が記載

〇 注文書を作成したが、その後本契約に至らな

かった者への申込金の返還を求める申入れ

〇 当初は平成28年10月以降の事例に限って請

求していたが、建設会社側が申入れの受け入

れを表明後、それ以前の事例についても追加で

申入れ

○ 令和元年９月末時点、平成28年10月以降の

事例については421件中344件（全体の80％以

上）、平成28年10月前の事例については問合せ

のあった157件中134件（全体の85％以上）への

返金が実現し、申入れ終了

② イソフラボン購入代金返還請求

〇 販売業者16社が、機能性表示食品について

景表法に違反する優良誤認表示

〇 購入者への購入代金の返還等を求める申入

れ（既に返金を行った１社以外の15社が対象）

〇 令和２年３月６日時点、12社合計16,566名（全

体の20%程度）への返金が実現

任意に返金に至った主なケース訴えの提起
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